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表紙*電子提供措置用・アクセス通知用*

第11回
定時株主総会
招集ご通知

日時 2025年２月28日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）

場所
東 京 都 目 黒 区 下 目 黒 1-8-1
ホテル雅叙園東京「清風」
（末尾の会場案内図をご参照ください。）

決議事項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を

除く。）４名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の

件
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の報酬額設定の件
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設

定の件
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招集ご通知

証券コード　9215
2025年２月３日

株　主　各　位
東京都品川区上大崎三丁目５番11号
株  式  会  社　CaSy
代 表 取 締 役
CEO兼CFO 加 茂 雄 一

当社ウェブサイト　https://corp.casy.co.jp/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第11回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第11回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますの
で、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株式情報・株主優待」
「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ＣａＳｙ」又は「コ
ード」に当社証券コード「9215」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送り
する議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえご返送下さるか、当社の指定する議決
権行使サイトにおいて賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2025年２月27日（木曜
日）午後６時までに、議決権を行使して下さいますようお願い申しあげます。
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招集ご通知

1. 日　　時 2025年２月28日（金曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
2. 場　　所 東京都目黒区下目黒１-８-１　ホテル雅叙園東京「清風」

（末尾の会場案内図をご参照ください。）
3. 目的事項

報告事項 第11期（2023年12月１日から2024年11月30日まで）事業報告及び計
算書類報告の件

決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛

否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使

を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を

問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人と

して株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要と
なりますのでご了承ください。

⑸議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使
を行う旨とその理由をインターネットもしくは書面（郵送）により当社にご通知くださ
い。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、
本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び
「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限ま
でにご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使
のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するよう
ご返送ください。

敬　具
記

以　上
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招集ご通知

 

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場
受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載し
た書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定
に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

○　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役
が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

－ 3 －
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議決権の行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ､ご返送ください｡

日　時 行使期限 行使期限

2025年２月28日（金曜日）
午前10時（受付開始:午前９時30分）

2025年２月27日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

2025年２月27日（木曜日）
午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・４・５号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２・３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。

－ 4 －
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議決権の行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）
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定款一部変更の件

株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の目的

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることによ
り、取締役会の監督機能を強化し、更なる監督体制の強化を通じてより一層のコーポレー
トガバナンスの充実を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限を取締役に広く委任す
ることを可能とすることにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行
の更なる迅速化を図るため、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である
取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削
除等の変更を行うものです。

２．変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものと致し
ます。

－ 6 －
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定款一部変更の件

現行定款 変更案
第1章　総則

第1条～第3条（条文省略）

（機関）
第4条　当会社は、株主総会及び取締役の
ほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人

第5条（条文省略）

第２章　株式

第6条～第9条（条文省略）

（株主名簿管理人）
第10条　当会社は、株主名簿管理人を置
く。
2　株主名簿管理人及びその事務取扱場所
は、取締役会の決議によって定める。

3　当会社の株主名簿及び新株予約権原簿
の作成並びにこれらの備置きその他の株主
名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、
株主名簿管理人に委託し、当会社において
はこれを取り扱わない。

（株式取扱規程）
第11条　当会社の株式に関する取扱い及
び手数料は、法令又は本定款のほか、取締
役会において定める株式取扱規程による。

第1章　総則

第1条～第3条（現行どおり）

（機関）
第4条　当会社は、株主総会及び取締役の
ほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会
　　　　　　　　（削除）
(3)会計監査人

第5条（現行どおり）

第２章　株式

第6条～第9条（現行どおり）

（株主名簿管理人）
第10条　当会社は、株主名簿管理人を置
く。
2　株主名簿管理人及びその事務取扱場所
は、取締役会又は取締役会の決議によって
委任を受けた取締役が定める。
3　（現行どおり）

（株式取扱規程）
第11条　当会社の株式に関する取扱い及
び手数料は、法令又は本定款のほか、取締
役会又は取締役会の決議によって委任を受
けた取締役の定める株式取扱規程による。

（下線は変更箇所を示しております。）

－ 7 －
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定款一部変更の件

現行定款 変更案
第３章　株主総会

第12条～第18条（条文省略）

第４章　取締役、取締役会及び執行役員

（取締役の員数）
第19条　当会社の取締役は、8名以内とす
る。
（新設）

（取締役の選任）
第20条　当会社の取締役は、株主総会に
おいて選任する。

2　取締役の選任決議は、議決権を行使す
ることができる株主の議決権の3分の１以
上を有する株主が出席し、その議決権の過
半数をもって行う。
3　取締役の選任決議は、累積投票によら
ない。

（取締役の任期）
第21条　取締役の任期は、選任後1年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結時までとする。

第３章　株主総会

第12条～第18条（現行どおり）

第４章　取締役、取締役会及び執行役員

（取締役の員数）
第19条　当会社の取締役（監査等委員で
あるものを除く。）は、8名以内とする。
２　当会社の監査等委員である取締役は、
５名以内とする。

（取締役の選任）
第20条　当会社の取締役は、監査等委員
である取締役とそれ以外の取締役を区別し
て、株主総会において選任する。
2　（現行どおり）
3　（現行どおり）

（取締役の任期）
第21条　取締役（監査等委員であるもの
を除く。）の任期は、選任後1年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結時までとする。

－ 8 －
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定款一部変更の件

現行定款 変更案
（新設）

2　増員又は補欠として選任された取締役
の任期は、在任取締役の任期の満了する時
までとする。

（新設）

第22条～第23条（条文省略）

（取締役会の招集通知）
第24条　取締役会の招集通知は、会日の
３日前までに各取締役及び各監査役に対し
て発する。ただし、緊急の必要があるとき
は、この期間を短縮することができる。
2  取締役及び監査役の全員の同意がある
ときは、招集の手続を経ないで取締役会を
開催することができる。

第25条（条文省略）

（新設）

2　監査等委員である取締役の任期は、選
任後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結時ま
でとする。
３　増員又は補欠として選任された取締役
（監査等委員であるものを除く。）の任期
は、在任取締役（監査等委員であるものを
除く。）の任期の満了する時までとする。
４　任期の満了前に退任した監査等委員で
ある取締役の補欠として選任された監査等
委員である取締役の任期は、退任した監査
等委員である取締役の任期の満了する時ま
でとする。

第22条～第23条（現行どおり）

（取締役会の招集通知）
第24条　取締役会の招集通知は、会日の
３日前までに各取締役に対して発する。た
だし、緊急の必要があるときは、この期間
を短縮することができる。
2  取締役の全員の同意があるときは、招
集の手続を経ないで取締役会を開催するこ
とができる。

第25条（現行どおり）

（重要な業務執行の決定の委任）
第26条　当会社は、会社法第399条の13
第６項の規定により、取締役会の決議によ
って、重要な業務執行（同条第５項各号に
掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一
部を取締役に委任することができる。

－ 9 －
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定款一部変更の件

現行定款 変更案
（取締役会の議事録）
第26条　取締役会における議事の経過の
要領及びその結果並びにその他法令に定め
る事項については、これを議事録に記載又
は記録し、出席した取締役及び監査役がこ
れに記名押印又は電子署名する。

（取締役会規程）
第27条　取締役会に関する事項は、法令
又は本定款のほか、取締役会において定め
る取締役規程による。

（取締役の報酬等）
第28条　取締役の報酬、賞与、その他の
職務執行の対価として当会社から受ける財
産上の利益（以下「報酬等」という。）
は、株主総会の決議によって定める。

第29条（条文省略）

（執行役員）
第30条　取締役会は、その決議によって
執行役員を定め、当会社の業務を分担して
執行させることができる。なお、執行役員
の選任、身分、職務等の必要事項について
は、取締役会の定める執行役員規程によ
る。

第５章　監査役及び監査役会

（監査役の員数）
第31条　当会社の監査役は、５名以内と
する。

（取締役会の議事録）
第27条　取締役会における議事の経過の
要領及びその結果並びにその他法令に定め
る事項については、これを議事録に記載又
は記録し、出席した取締役がこれに記名押
印又は電子署名する。

（取締役会規程）
第28条　取締役会に関する事項は、法令
又は本定款のほか、取締役会規程による。

（取締役の報酬等）
第29条　取締役の報酬、賞与、その他の
職務執行の対価として当会社から受ける財
産上の利益（以下「報酬等」という。）
は、監査等委員である取締役とそれ以外の
取締役とを区別して、株主総会の決議によ
って定める。

第30条（現行どおり）

（執行役員）
第31条　取締役会は、その決議によって
執行役員を定め、当会社の業務を分担して
執行させることができる。なお、執行役員
の選任、身分、職務等の必要事項について
は、執行役員規程による。

第５章　監査等委員会

（削除）

－ 10 －
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定款一部変更の件

現行定款 変更案
（監査役の選任）
第32条　当会社の監査役は、株主総会に
おいて、選任する。
2　監査役の選任決議は、議決権を行使す
ることができる株主の議決権の3分の１以
上を有する株主が出席し、その議決権の過
半数をもって行う。
3　当会社は、会社法第３２９条第３項の
規定に基づき、法令に定める監査役の員数
を欠くこととなる場合に備えて、株主総会
において補欠監査役を選任することができ
る。
4　前項の補欠監査役の選任に係る決議が
効力を有する期間は、当該決議後４年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の開始の時までとする。

（監査役の任期）
第33条　監査役の任期は、選任後４年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までとす
る。
2　任期の満了前に退任した監査役の補欠
として選任された監査役の任期は、退任し
た監査役の任期の満了する時までとする。
ただし、前条第３項により選任された補欠
監査役が監査役に就任した場合は、当該補
欠監査役としての選任後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時を超えることができな
いものとする。

（常勤の監査役）
第34条　監査役会は、その決議によって
常勤の監査役を選定する。

（削除）

（削除）

（削除）

－ 11 －
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定款一部変更の件

現行定款 変更案
（監査役会の招集通知）
第35条  監査役会の招集通知は、会日の３
日前までに各監査役に対して発する。ただ
し、緊急の必要があるときは、この期間を
短縮することができる。
2  監査役の全員の同意があるときは、監
査役会は、招集の手続を経ないで開催する
ことができる。

（監査役会の決議方法）
第36条　監査役会の決議は、法令に別段
の定めがある場合を除き、監査役の過半数
をもって行う。

（監査役会の議事録）
第37条　監査役における議事の経過の要
領及びその結果並びにその他法令に定める
事項については、これを議事録に記載又は
記録し、出席した監査役がこれに記名押印
又は電子署名する。

（監査役会規則）
第38条　監査役会に関する事項は、法令
又は本定款のほか、監査役会において定め
る監査役会規則による。

（監査役の報酬等）
第39条　監査役の報酬等は、株主総会の
決議によって定める。

（監査役の責任免除）
第40条　当会社は、会社法第４２６条第
１項の規定により、任務を怠ったことによ
る監査役（監査役であった者を含む。）の
損害賠償責任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除することができ
る。

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

－ 12 －
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定款一部変更の件

現行定款 変更案
2　当会社は、会社法第４２７条第１項の
規定により、監査役との間に、任務を怠っ
たことによる損害賠償責任を限定する契約
を締結することができる。ただし、当該契
約に基づく責任の限度額は、法令が規定す
る額とする。

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（監査等委員会の招集通知）
第32条　監査等委員会の招集通知は、会
日の３日前までに各監査等委員に対して発
する。ただし、緊急の必要があるときは、
この期間を短縮することができる。
2　監査等委員全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ないで監査等委員会を開
催することができる。

（監査等委員会の決議方法）
第33条　監査等委員会の決議は、法令に
別段の定めがある場合を除き、監査等委員
の過半数が出席し、その過半数をもって行
う。

（監査等委員会の議事録）
第34条　監査等委員会における議事の経
過の要領及びその結果並びにその他法令に
定める事項については、これを議事録に記
載又は記録し、出席した監査等委員がこれ
に記名押印又は電子署名する。

（監査等委員会規則）
第35条　監査等委員会に関する事項は、
法令又は本定款のほか、監査等委員会にお
いて定める監査等委員会規則による。

－ 13 －
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定款一部変更の件

現行定款 変更案
第６章　会計監査人

第41条～第42条（条文省略）

第７章　計算

第43条～第46条（条文省略）

（新設）

第６章　会計監査人

第36条～第37条（現行どおり）

第７章　計算

第38条～第41条（現行どおり）

附　則

（監査役の責任免除に関する経過措置）
　当会社は、第11回定時株主総会終結前
の行為に関する会社法第423条第１項所定
の監査役（監査役であった者を含む。）の
損害賠償責任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除することができ
る。  
　第11回定時株主総会終結前の監査役
（監査役であった者を含む。）の行為に関
する会社法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約については、同定時株主総
会の決議による変更前の定款第40条第２
項の定めるところによる。

－ 14 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社の
株式の数

１
かも

加　茂　
ゆういち

雄　一
（1982年10月28日生）

    2005年    4 月 中央青山監査法人入所
    2007年    7 月 太陽ASG監査法人（現、太陽有限責任監査

法人）入所
    2014年    1 月 当社設立　代表取締役就任（現任）

320,470株

２
いけだ

池　田　
ゆうき

裕　樹
（1978年５月16日生）

    2003年    4 月 NTTコムウェア株式会社入社
    2008年    12月 株式会社NTTデータ入社
    2014年    1 月 当社設立　代表取締役就任（現任） 256,900株

（重要な兼職の状況）
株式会社タノシルバ　取締役

３
しらさか

白　坂　
ゆき

ゆ　き
（1980年１月７日生）

    2004年    4 月 株式会社リンクアンドモチベーション
入社

    2012年    4 月 参議院議員　公設秘書就任
    2014年    2 月 株式会社リクルートホールディングス

入社
    2017年    6 月 株式会社TABI LABO入社
    2018年    5 月 当社入社
    2018年    12月 当社取締役就任（現任）

―

４
かとう

加　藤　
ともひさ

智　久
（1980年９月８日生）

    2005年    4 月 Monitor Group （ 現Deloitte Touche 
TohmatsuLimited.）入社

    2007年    10月 株式会社レアジョブ設立　代表取締役社長
就任

    2015年    6 月 同社代表取締役会長就任
    2016年    4 月 Tuitt Inc（現Zuitt Technologies, Inc.）

創業　取締役就任
    2017年    6 月 株式会社レアジョブ非常勤取締役就任
    2018年    9 月 Tuitt Inc（現Zuitt Technologies, Inc.）

取締役社長就任（現任）
    2021年    8 月 当社社外取締役就任（現任）

―

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され効力を生じますと、
監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員（５名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期
満了となります。
　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）４名の
選任をお願いしたいと存じます。
　本議案は第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、
効力を生じるものと致します。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 15 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 加藤智久氏は、社外取締役候補者であります。
３. 加茂雄一氏は当社の創業者であり代表取締役CEO兼CFOとして、当社の経営を統括しております。

豊富な経験と実績に基づく強いリーダーシップと決断力により、会社の発展に貢献してまいりまし
た。今後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化に貢献いただけるものとして選任をお願いする
ものであります。

４. 池田裕樹氏は当社の創業者であり代表取締役COOとして、当社の経営を統括しております。豊富な
経験と実績に基づく強いリーダーシップと決断力により、会社の発展に貢献してまいりました。今後
の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化に貢献いただけるものとして選任をお願いするものであ
ります。

５. 白坂ゆき氏は取締役CHROとして、組織人事及び事業に対する高い見識と実績を備えております。今
後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化のために選任をお願いするものであります。

６. 加藤智久氏は、当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいてお
り、経営監視機能、けん制機能を果たされてきており選任をお願いするものであります。また長年に
わたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を
期待しております。

７. 加藤智久氏の社外取締役就任年数は、本総会終結の時をもって３年６ヶ月です。
８. 当社と加藤智久氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しており、選任が承認された場合には、同様の内容の契約を継続する予定であり
ます。なお、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額として
おります。

９. 当社は、加藤智久氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は、引
き続き独立役員として届け出る予定であります。

10. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認され
ますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時に
おいても同内容での更新を予定しております。

－ 16 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社の
株式の数

１
ひらの

平　野　
けいじ

圭　二
（1970年12月19日生）

    1989年    4 月 ワタキューセイモア株式会社入社
2013年    4 月 株式会社フロンティア非常勤取締役就任

（現任）
    2016年    9 月 ワタキューセイモア株式会社執行役員就任

（現任）
    2018年    3 月 当社社外取締役就任（現任）
    2021年    7 月 ワタキューホールディングス株式会社

執行役員就任（現任）

―

（重要な兼職の状況）
ワタキューセイモア株式会社 執行役員

２
なかお

中尾　
りゅういちろう

隆一郎
（1964年5月15日生）

    1989年    4 月 株式会社リクルート（現株式会社リクルー
トホールディングス）入社

    2006年    4 月 同社 事業統括室カンパニーパートナー
    2007年    4 月 同社 住まいカンパニー 執行役員
    2013年    4 月 株式会社リクルートテクノロジーズ（現株

式会社リクルート）代表取締役社長
    2017年    4 月 株式会社リクルートホールディングス リ

クルートワークス研究所 副所長
    2017年    6 月 株式会社旅工房 社外取締役
    2019年    1 月 株式会社中尾マネジメント研究所 代表取

締役社長（現任）
    2019年    12月 株式会社LIFULL社外取締役（現任）
    2020年    9 月 リンクス株式会社 社外取締役（現任）
    2022年    7 月 株式会社ZUU 社外取締役

―

（重要な兼職の状況）
株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役社長

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され効力を生じますと、監査等委
員会設置会社に移行致します。
　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　本議案は第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を
生じるものと致します。
　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

－ 17 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社の
株式の数

３
おおもり

大森（
い だ

伊田）
めぐみ

愛久美
（1988年２月19日生）

    2013年    9 月 司法試験合格
    2015年    4 月 サイボウズ株式会社入社
    2018年    1 月 株式会社メルカリ入社

Governanceteam
    2018年    6 月 弁護士登録（東京弁護士会所属）
    2020年    12月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業入所

（現任）
    2021年    12月 株式会社HITOSUKE 社外監査役就任（現

任）
    2022年    6 月 ポート株式会社 取締役（社外）監査等委

員就任（現任）

―

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 平野圭二氏、中尾隆一郎氏、大森（伊田）愛久美氏は、社外取締役候補者であります。
３. 平野圭二氏は、当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいてお

り、経営監視機能、けん制機能を果たされてきており選任をお願いするものであります。また執行役
員として、歴史ある大企業で経営の一端を担っており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して
適切な指導を期待しております。

４. 中尾隆一郎氏は、事業開発、マーケティング、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野について
専門的な知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現
に最大限に活用させていただきたく、選任をお願いするものであります。

５. 大森（伊田）愛久美氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するもので
あります。その知見による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきた
く、選任をお願いするものであります。

６. 平野圭二氏の社外取締役就任年数は、本総会終結の時をもって６年11ヶ月です。
７. 当社と平野圭二氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合には、同様の内容の契約を継続する予定
であります。また、中尾氏及び大森（伊田）氏の選任が承認された場合には、同様の内容の契約を継
続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額としております。

８. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりです。監査等委員である取締役候補者
の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契
約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され効力を生じますと、監査等委
員会設置会社に移行致します。
　当社の取締役の報酬額は、2021年２月26日開催の第7回定時株主総会において、年額の総額
を120百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と決議いただき現
在に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取
締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）の報酬額を定めることと
し、年額120百万円以内とさせていただきたいと存じます。
　本議案は、当社の事業規模、報酬水準、対象となる取締役の員数及び今後の動向等を総合的に
勘案したうえで、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を踏まえて決
定したものであることから、相当であるものと考えております。
また、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたした
いと存じます。
　現在の取締役は５名（うち社外取締役２名）でありますが、第１号議案「定款一部変更の件」
及び第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」が原案どおり承認
可決されますと、取締役は４名（うち社外取締役１名）となります。
　本議案は第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を
生じるものと致します。
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監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され効力を生じますと、監査等委
員会設置会社に移行致します。
　つきましては、新たに監査等委員である取締役に対する報酬額を定めることとし、年額15百
円以内とさせていただきたいと存じます。
　本議案は、当社の事業規模、報酬水準、対象となる取締役の員数及び今後の動向等を総合的に
勘案して決定したものであることから、相当であると考えております。
　本議案にかかる監査等委員である取締役の員数は、第１号議案「定款一部変更の件」及び第３
号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」が原案どおり可決され効力を生じますと、３名
となります。
　本議案は第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を
生じるものと致します。

以　上

－ 20 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況

事　業　報　告
（2023年12月 1 日から

2024年11月30日まで）
１．会社の現況

(1) 事業の経過及び成果
　当社は「大切なことを、大切にできる時間を創る。」をミッションとし、家事代行サービ
スを中心とした、サービス実施以外オンラインで完結できる、暮らしの中の時間を創るサー
ビスのマッチング・プラットフォームである「CaSy」を運営しております。当社は、継続的
なシステムの改善や、キャストの品質管理体制の強化を通じて、利便性が高く、コストパフ
ォーマンスの高い安心して利用できる家事代行サービスを提供することで、順調にサービス
件数を伸ばしてまいりました。
　当社が事業を展開する家事代行サービス市場では、共働き世帯の増加や、世帯内での家事
の分担や外部へのアウトソースに対する価値観の変化を背景に、お客様からの需要は安定し
て増加を続けており、直近では、主に少子化対策を背景として、行政の家事代行支援事業の
拡充が実施・計画され、市場拡大が更に後押しされております。
　このような状況の下、当社では、ユーザー・キャスト双方に向けての広告投資を積極的に
行うことでサービスの利用者数の拡大を企図しつつ、各種の行政支援との連携を積極的に実
施し、アプローチできる利用者層を拡大する為の取り組みを実施しております。2024年５
月に、経済産業省より、令和５年度補正予算「ライフステージを支えるサービス導入実証等
事業費（家事支援サービス福利厚生導入実証事業）補助金」の間接補助事業者へ採択され、
「家事支援サービス福利厚生導入実証事業」に採択されております。この実証事業の実施に
あたって、当社では提出日現在において、５回の申請が採択されており、連携して実証事業
への申請を行った家事支援サービス提供事業者数社と共に新たに133社の企業に福利厚生サ
ービスとしての家事代行サービスを導入することとなりました。また、地方自治体との連携
を進めており、2024年４月には、東京都墨田区・葛飾区、2024年７月には台東区に、家
事・子育て支援事業の事業者として参画しております。
　また、家事代行業界には中小規模のIT投資を行えていない家事代行事業者が多いことか
ら、家事代行の一層の普及を目指し、DXと事業成長を後押しする業務管理システム
「MoNiCa（モニカ）」の提供を2024年２月に開始しました。
　加えて、2024年11月には高齢者向けの新たな領域でのチャレンジとして、医療・福祉関
連サービスを提供するワタキューグループと合弁会社を設立しました。また株主の皆様の日
頃からのご支援に感謝するとともに、より多くの皆様にご活用いただけるよう、当社サービ
スへの理解度と認知度の向上を図り、中長期的な株式保有を促進することを目的として、株
主優待制度を導入することとなりました。
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事業の経過及び成果、設備投資の状況

　上記の行政連携やMoNiCaの開発など、サービス拡大を目的としたシステム開発投資の為
に前期から人員を増加させ、顧客基盤の拡大を企図した積極的な広告投資を行ったことで、
販売費及び一般管理費については前期と比較し増加しております。
　以上の結果、当事業年度における売上高は1,761,029千円（前期は1,547,881千円、前期
比13.8％増）となりました。また、営業利益は7,791千円（前期は22,676千円、前期比
65.6％減）、経常利益及び税引前当期純利益は共に6,206千円（前期は経常利益及び税引前
当期純利益共に21,602千円、前期比71.3％減）、当期純利益は5,676千円（前期は21,072
千円、前期比73.0％減）となりました。
　なお、当社は家事代行サービス事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報に
関連付けた記載は行っておりません。

(2) 設備投資の状況
　当事業年度に実施しました設備投資の総額は、17,256千円（ソフトウエア仮勘定を含
む。）であります。これはオンラインプラットフォームの費用削減や、新規プロダクトの開
発を目的としたソフトウエアの取得等によるものであります。
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資金調達の状況、財産及び損益の状況

(3) 資金調達の状況
　該当事項はありません。

区分 第８期
（2021年11月期）

第９期
（2022年11月期）

第10期
（2023年11月期）

第11期
（当事業年度）
（2024年11月期）

売上高 1,165,042 千円 1,335,178 千円 1,547,881 千円 1,761,029 千円

経常利益又は
経常損失（△） △5,943

千円
22,047

千円
21,602

千円
6,206

千円

当期純利益 3,065
千円

9,718
千円

21,072
千円

5,676
千円

１株当たり当期純利益 1.74
円

5.21
円

11.14
円

3.00
円

総資産 270,241 千円 443,062 千円 486,940 千円 538,680 千円

純資産 52,352 千円 218,662 千円 239,734 千円 245,410 千円

１株当たり純資産額 29.63 円 115.57 円 126.71 円 129.71 円

(4) 財産及び損益の状況

（注）第９期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用しており、第９期以降の財産及
び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。

－ 23 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

2025/01/21 12:36:29 / 24158567_株式会社ＣａＳｙ_招集通知_電子提供措置用

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

(5) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

(6) 対処すべき課題
① サービスの安全性の向上について
　当社の提供する家事代行サービスは、お客様のプライベートな空間の中にキャストが入
りサービスを行う性質があり、お客様とキャストがともに安心してサービスを利用、提供
できるプラットフォームの環境を構築することが重要な課題であると認識しております。
　当社は、お客様とキャスト双方の安心・安全対策強化の一環として、お客様とキャスト
双方の本人確認、反社会的勢力との関与履歴、及び犯罪歴の有無等の確認を外部サービス
と連携して2021年１月より開始する等、サービスの安全性を担保する仕組みの改善を図
り、お客様とキャスト双方の安心・安全なサービス提供へとつなげてまいります。

② サービスの成長について
　当社は家事代行サービスのオンラインプラットフォームの運営を主たる事業としてお
り、当社がサービスを通して創出することのできるお客様の時間は、プラットフォームに
登録されたお客様とキャストの人数に大きく依存しております。
　今後、お客様及びキャストの登録者数の更なる増加を通して、お客様の時間をより多く
創出していくことは当社の課題であり、広告での求人活動やメディアでの露出等に引き続
き注力し、家事代行サービス及びプラットフォームの認知度の向上や集客力の強化に努
め、サービスを成長させてまいります。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

③ 情報セキュリティ体制の強化について
　当社のビジネスプロセスはオンラインプラットフォームを提供するシステムに大きく依
存しており、事業の特性上個人情報を多く取り扱うため、扱う個人情報の保護の観点から
高度な情報セキュリティの確保が必要となります。
　当社では、個人情報等の機密情報につきまして、システムのセキュリティ体制を強化
し、情報セキュリティについての社内規程を定めております。
　加えて、個人情報の取り扱いについての勉強会や社内研修を全社で行い、内部監査での
チェックを行うことで、適切な情報セキュリティ体制を整備しております。今後において
も、情報セキュリティ体制の強化に努めてまいります。

④ 収益体制の強化について
　当社は、サービス利用件数の増加及びコスト削減のための施策を行っており、第９期及
び第10期では営業利益を計上したものの、第８期では営業損失を計上しており、業務プ
ロセスの効率化及びコスト削減による家事代行サービスの収益体制の確立については引き
続き課題として認識しております。当社では、自社開発のシステムや蓄積したデータを最
大限活用した課題解決により工数の削減を推進していくほか、顧客やキャストの獲得維持
にかかる費用の適正化を通じて費用対効果の最大化を図ってまいります。

⑤ 内部体制の強化及び人材育成
　当社は、事業の継続的な成長を実現していくために、従業員一人一人の成長が不可欠で
あると捉えております。精鋭の優秀な人材による事業運営を今後も継続し、業務フローや
コンプライアンス、情報管理等を徹底認知させるなど内部管理体制強化を図りながら、ナ
レッジ共有をさらに進めることで、組織的なケイパビリティーの向上を図ってまいりま
す。
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主要な事業内容、主要な営業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

事業区分 事業内容

家事代行サービス事業 お掃除代行サービス、お料理代行サービス、その他暮らしのサービス（ハウスク
リーニングサービス、整理収納サービス）の提供

(7) 主要な事業内容（2024年11月30日現在）

本社 東京都品川区

(8) 主要な営業所（2024年11月30日現在）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

34（21）名 8（0）名 38.6歳 2.5年

(9) 使用人の状況（2024年11月30日現在）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイマー）は、最近１年間の平均
　　　　　人員を（　）外数で記載しております。
　　　２．使用人が前事業年度末に比較して増加した主な理由は、事業拡大によるものであります。

借入先 借入額

株式会社日本政策金融公庫 40,000千円

株式会社三井住友銀行 30,000千円

株式会社東日本銀行 8,331千円

株式会社千葉銀行 2,494千円

(10) 主要な借入先の状況（2024年11月30日現在）

(11) その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

ワタキューセイモア株式会社 360,000 19.02

加茂 雄一 320,470 16.93

池田 裕樹 256,900 13.57

胡桃沢 精一 111,200 5.87

株式会社SBI証券 88,000 4.65

株式会社I.K.D 71,670 3.78

イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 66,000 3.48

TSVF１投資事業有限責任組合 56,100 2.96

市島 政岐 52,100 2.75

株式会社CARTA VENTURES 51,000 2.69

２．株式の状況（2024年11月30日現在）
(1) 発行可能株式総数 7,068,000株
(2) 発行済株式の総数 1,892,000株
(3) 株主数 1,598名
(4) 上位10名の株主

（注）持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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新株予約権等の状況

第１回新株予約権 第２回新株予約権

発行決議日 2017年11月15日 2018年11月26日

新株予約権の数 1,300個 500個

新株予約権の目的となる
株式の種類と数

普通株式 39,000株（注）１
（新株予約権１個につき

30株）

普通株式 15,000株（注）１
（新株予約権１個につき

30株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
18,000円（注）１

（１株当たり 600円）

新株予約権１個当たり
50,010円（注）１

（１株当たり 1,667円）

権利行使期間 2019年12月 1 日から
2027年11月15日まで

2020年12月 1 日から
2028年11月25日まで

行使の条件 （注）２ （注）２

役員の
保有状況

取締役
（社外取締役を
除く）

新株予約権の数 1,300個
目的となる株式数 39,000株
保有者数 ２名

新株予約権の数 500個
目的となる株式数 15,000株
保有者数 １名

社外取締役
新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―名

新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―名

監査役
新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―名

新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―名

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権等の状況
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新株予約権等の状況

第３回新株予約権
発行決議日 2019年10月31日
新株予約権の数 1,100個
新株予約権の目的となる
株式の種類と数

普通株式33,000株（注）１
（新株予約権１個につき30株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり 50,010円（注）１
（１株当たり 1,667円）

権利行使期間 2021年11月 2 日から
2029年10月30日まで

行使の条件 （注）２

役員の
保有状況

取締役
（社外取締役を
除く）

新株予約権の数 1,100個
目的となる株式数 33,000株
保有者数 ３名

社外取締役
新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―名

監査役
新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―名

（注）１. 2021年10月27日付で実施した株式分割（普通株式１株を30株に分割）に伴い、「新株予約権の目
的となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されてお
ります。

２. 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当時において当社の取締役又は従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使

時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人そ
の他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準
ずる正当な理由として当社が認める場合はこの限りではない。

② 当社株式が日本国内の証券取引所にて上場すること、もしくは③に定める事由行使期間初日より前
に以下の事由が発生する場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使すること
ができる。

③ 行使期間初日より前に以下の事由が発生する場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認
を得て行使することができる。

(1) 当社経営権の第三者への移行
(2) 当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること

④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、

１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役 加　茂　雄　一 CEO兼CFO

代表取締役 池　田　裕　樹 COO
株式会社タノシルバ　取締役

取締役 白　坂　ゆ　き CHRO

取締役 平　野　圭　二
株式会社フロンティア　非常勤取締役
ワタキューセイモア株式会社　執行役員
ワタキューホールディングス株式会社　執行役員

取締役 加　藤　智　久 Zuitt Technologies, Inc.取締役社長

常勤監査役 小松原　丈　夫

監査役 田　岡　　　恵

監査役 亀　甲　智　彦

株式会社テラスカイ　社外監査役
株式会社テラスカイベンチャーズ　監査役
Crossbridge法律事務所代表
株式会社ビーロット　取締役（監査等委員）

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2024年11月30日現在）

（注）１. 取締役平野圭二、加藤智久は、社外取締役であります。
２. 監査役小松原丈夫、田岡恵、亀甲智彦は、社外監査役であります。
３. 田岡恵氏は、長年にわたりグロービス経営大学院にて会計科目の教授をされるなど、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。
４. 当社は、取締役加藤智久、監査役小松原丈夫、田岡恵及び亀甲智彦を株式会社東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間におい
て、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項が規定する最低責任限度額としており
ます。
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会社役員の状況

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社の取締役、監査役及び執行役員（当事業年度中に在任し
ていた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険契約を締結しており、保険料は全額会社が負担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当
該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により
保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2024年２月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
かかる決定方針を決議しております。また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあた
っては、代表取締役が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ってい
るため、取締役会も当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は決定方針に沿うものであ
ると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内
容は次のとおりです。
イ. 基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に
機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な
水準とすることを基本方針とする。

ロ. 報酬等の構成
　当社の報酬等の構成は固定報酬を支給するものとし、固定報酬は月例定額報酬、賞与
により構成する。なお、月例定額報酬、賞与とは前期の当社業績を勘案し決定したもの
をいう。

ハ. 個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関す
る方針を含む）

　当社の取締役の固定報酬のうち月例定額報酬及び賞与については役位、職責、在任期
間、常勤・非常勤の別に応じて他社水準、前期の当社の業績、従業員給与の水準も考慮
しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
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会社役員の状況

区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
（うち社外取締役）

49,200
（3,600）

49,200
（3,600）

―
（―）

―
（―）

4名
（1名）

監査役
（うち社外監査役）

13,200
（13,200）

13,200
（13,200）

―
（―）

―
（―）

3名
（3名）

合計
（うち社外役員）

62,400
（16,800）

62,400
（16,800）

―
（―）

―
（―）

7名
（4名）

ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内に
おいて、取締役会が代表取締役に各取締役の月例定額報酬及び賞与の額の決定を一任す
る決議を行ったうえで代表取締役が、当社の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に
則り決定する。

② 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
２. 上記には無報酬の社外取締役１名を含んでおりません。
３. 取締役の報酬限度額は、2021年２月26日開催の第７回定時株主総会において、年額120百万円以内

（うち社外取締役分は14百万円以内）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数
は、４名（うち、社外取締役は１名）です。

４. 監査役の報酬限度額は、2021年２月26日開催の第７回定時株主総会において、年額15百万円以内と
決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名（うち、社外監査役は３名）で
す。

５. 当事業年度においては、2024年２月28日開催の取締役会にて代表取締役CEO兼CFOである加茂雄
一氏及び代表取締役COOである池田裕樹氏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任す
る旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の月例定額報酬及び賞与の額の決定であ
り、これらの権限を委任した理由は、当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取
締役が最も適しているからであります。
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出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職
務の概要

社外取締役　平野圭二

当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に出席いたしまし
た。主に企業経営に関する幅広く高度な知見と豊富な経験から積極的に
意見を述べており、企業経営における専門的な立場から監督、助言等を
行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果
たしております。

社外取締役　加藤智久

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。主
に企業経営に関する幅広く高度な知見と豊富な経験から積極的に意見を
述べており、企業経営における専門的な立場から監督、助言等を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。

社外監査役　小松原丈夫
当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査役会14回
の全てに出席いたしました。企業経営における専門的な知識・経験から
議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

社外監査役　田岡恵
当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査役会14回
の全てに出席いたしました。会計分野における専門的な知識・経験から
議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

社外監査役　亀甲智彦
当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査役会14回
の全てに出席いたしました。弁護士としての専門的な知識・経験から議
案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役平野圭二氏は、ワタキューセイモア株式会社、ワタキューホールディングス
株式会社の執行役員及び株式会社フロンティアの非常勤取締役であります。ワタキュー
セイモア株式会社は当社のその他の関係会社であり、当社と業務提携契約を締結してお
ります。株式会社フロンティアと当社の間には特別な関係はありません。

・社外取締役加藤智久氏は、Zuitt Technologies, Inc.取締役社長であります。同社と当
社の間には特別な関係はありません。

・社外監査役亀甲智彦氏は、株式会社テラスカイ社外監査役、株式会社テラスカイベンチ
ャーズ監査役、Crossbridge法律事務所代表及び株式会社ビーロット取締役（監査等委
員）であります。これらの会社と当社の間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 17,200千円

当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 17,200千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称　　　　　太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査報酬等
の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額には
これらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を
確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っておりま
す。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断し
た場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基
づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。こ
の場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ）当社は、全役職員が法令、定款はもとより社会規範を遵守することを明確にするとと

もに、その遵守の重要性について繰り返し情報発信することにより、周知徹底を図り
ます。

ｂ）当社は、「リスク・コンプライアンス委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士
による助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や
事業におけるリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保いたします。

ｃ）「リスク・コンプライアンス委員会」は、万が一不正行為が発生した場合には、その
原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて
再発防止活動を推進いたします。

ｄ）内部通報体制として「内部通報規程」に基づき、通報窓口を設け、法令及びその他コ
ンプライアンスの違反又はその恐れのある事実の早期発見に努めます。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ）情報セキュリティについては、「情報セキュリティ関連規程」に基づき、情報セキュ
リティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を
継続的に実施する情報セキュリティ管理体制を確立いたします。情報セキュリティに
関する具体的な施策については、情報セキュリティ委員会で審議し、推進いたしま
す。

ｂ）個人情報については、法令及び「個人情報取扱規程」に基づき、厳重に管理いたしま
す。

ｃ）取締役の職務執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、文書
又は電磁的媒体に記録し、保存いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ）当社は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、潜在的リスクの早期発見及び

事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な対応を講じます。
ｂ）経営上の重大なリスクへの対応方針、その他リスク管理の観点から重要な事項につい

ては、「リスク・コンプライアンス委員会」において十分な審議を行い、その結果を
取締役会に報告いたします。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ）取締役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業運

営に関する機動的な意思決定を行います。
ｂ）中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度毎の

利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行いたします。
ｃ）当社は、「組織規程」及び「職務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、担当職
務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図るととも
に、その職務執行状況を適宜、取締役会に報告いたします。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ａ）監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置きます。当該使用人

は、もっぱら監査役の指揮命令に従うものとします。
ｂ）監査役の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、監査役

の同意を得たうえで行い、指揮命令等について当該使用人の取締役からの独立性を確
保いたします。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
ａ）当社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他

に関する報告を行います。
ｂ）監査役は、重要会議への出席又は不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の

状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク・コンプライアンス管理及びコンプ
ライアンスの状況等の報告を受理いたします。
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⑦ 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
　「内部通報規程」において、通報者が通報を行ったことに関していかなる不利益も与え
てはならないことを明確にいたします。

⑧ 監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役は、会計監査人や弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を
会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払います。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ）監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会等の重要

な会議に出席するとともに、稟議書その他重要な業務執行に関する文書を閲覧いたし
ます。

ｂ）監査役は、会計監査人及び内部監査責任者と監査上の重要課題等について定期的な情
報交換を行い、相互の連携を深め、内部統制状況を監視いたします。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
ａ）金融商品取引法その他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行

います。
ｂ）当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリ

ング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。

⑪ 反社会的勢力への対応
ａ）当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に

基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備を強化いたします。
ｂ）反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士等、外部専門

機関との密接な連携を構築いたします。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行について
　取締役会を16回開催し、取締役及び社外取締役の出席の下、経営の基本方針、法令や
定款で定めた事項、経営に関する重要な事項の審議と決議を行っております。

② 監査役の職務の執行について
　監査役会を14回開催した他、内部監査担当者及び会計監査人との連携を図るととも
に、取締役会に出席し、経営・税務・法務等の幅広い知見から適法性・適正性・妥当性等
を確保するための助言や提言を行っております。また、常勤監査役は監査役会で策定され
た監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し各取締役か
らの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の業務執行等を監査しております。非常勤監査役
は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。

③ 内部監査の実施について
　当社では、内部監査担当者が内部監査基本計画書に基づき行う定期監査と、その結果を
受け被監査部門が改善を適切に実行しているかを確認するフォローアップ監査を行い、そ
の監査結果について代表取締役に報告しております。なお、当社は現在の組織規模を勘案
し、独立した内部監査専任部門は設けておらず、外部委託により内部監査を実施しており
ます。

④ リスク・コンプライアンスについて
ａ）リスク・コンプライアンス規程を定めている他、全従業員を対象に研修を実施し、コ

ンプライアンス意識の向上に努めております。
ｂ）内部通報規程を定め、取締役及び監査役への社内窓口と顧問弁護士事務所への社外窓

口を設定し、全社集会にて全社員に周知をしております。
ｃ）リスク・コンプライアンス委員会を４回開催し、経営上の重大なリスクへの対応方
針、その他リスク管理の観点から審議を行っております。

⑤ 情報セキュリティについて
　情報セキュリティ委員会を４回開催し、情報セキュリティに関する審議を行っておりま
す。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

７. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、財務基盤の強化と成長過程にある事業の持続的な拡充を目指していくために、まず
は内部留保資金の充実と事業推進に必要な投資活動を積極的に行っていくことが重要と考え、
創業以来配当を実施しておりません。今後も更なる登録利用者の増加による売上高拡大が継続
することが見込まれることから、当面の間、事業投資を最優先し中長期的な成長に向けた収益
基盤を構築する必要があると認識しています。
　しかしながら、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しており、今後の経営成績及
び財政状態を鑑みつつ、事業・投資計画、事業環境等を総合的に勘案し、内部留保とのバラン
スをとりつつ配当について検討していく方針であります。内部留保につきましては、企業体質
の強化及び将来の事業展開のための財源として有効に活用していく方針であります。
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貸　借　対　照　表

科　目 金　額 科　目 金　額
（資産の部）

流動資産
現金及び預金
売掛金
前払費用
その他

固定資産
有形固定資産
建物附属設備
工具、器具及び備品

無形固定資産
ソフトウエア

投資その他の資産
投資有価証券
敷金

　

441,675
324,359
101,813
12,212
3,289

97,004
335
0

335
39,525
39,525
57,143
46,100
11,043

　

（負債の部）
流動負債 264,769
買掛金 92,954
短期借入金 10,825
1年以内返済長期借入金 41,500
未払金 48,129
未払費用 25,849
未払法人税等 530
前受金 4,802
預り金 2,496
未払消費税等 37,682

固定負債 28,500
長期借入金 28,500

負債合計 293,269
（純資産の部）

株主資本 245,410
資本金 50,000
資本剰余金 556,545
資本準備金 448,320
その他資本剰余金 108,225

利益剰余金 △361,134
その他利益剰余金 △361,134
繰越利益剰余金 △361,134

純資産合計 245,410
資産合計 538,680 負債純資産合計 538,680

（2024年11月30日現在）
（単位：千円）

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
（2023年12月 1 日から

2024年11月30日まで）
科　目 金　額

売上高 1,761,029

売上原価 1,087,458

売上総利益 673,571

販売費及び一般管理費 665,779

営業利益 7,791

営業外収益

受取利息 51

その他 425 477

営業外費用

支払利息 1,973

その他 89 2,063

経常利益 6,206

税引前当期純利益 6,206

法人税、住民税及び事業税 530

法人税等調整額 － 530

当期純利益 5,676

（単位：千円）

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 　公認会計士 石 倉 毅 典 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 　公認会計士 上　原　啓　輔 ㊞

2025年１月17日
株式会社CaSy
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＣａＳｙの2023年12月１日から
2024年11月30日までの第11期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2023年12月１日から2024年11月30日までの第11期事業年度における取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告
書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において
業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について
検討いたしました。

監査役会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役（社外監査役） 小松原　丈　夫 ㊞
監査役（社外監査役） 田 岡 　 恵 ㊞
監査役（社外監査役） 亀 甲 智 彦 ㊞

2025年１月21日
株式会社 CaSy　監査役会

　
以　上
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株主総会会場ご案内図

株主総会会場ご案内図

会　場　東京都目黒区下目黒１-８-１　ホテル雅叙園東京「清風」
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会場最寄駅
目黒駅（JR山手線西口、東急目黒線、地下鉄南北線、三田線出口）より行人坂を下ってホテル
雅叙園東京「清風」まで徒歩約６分です。


